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太田雄寧の事績をめぐって

JII 瀬 ;青本

Comprehen与iveWorks in medicine by Yunei Ohta C 185 1~1881 ) . 

Kiyoshi Kawase ; Tokyo College of Pharmacy. 

Although his works were written in less than ten years C 1874~81) ， subjects he dealt in 

them covered a wide range; general medicine， nursing， materia medica， management of 

dispensary， personal and public hygiene and systematization of medical information etc. 

The interdisciplinary view-point which may be found in his writings， will be worthy of 

careful studying at the present time. which is the age of technical innovation similar to the 

age in which he lived. 

は じ め に

20世紀技術革新のも と，日本ではとりわけ生産第一

主義が極端にはしり，化学物質による環境汚染は住民

の生活破壊に導き，また，医療制度の混乱も加わっ

て，多種多様となった医薬品の無原則的消費は「薬

害」を発生させている.

これに対して従来の医薬学は，充分な対応ができ

ず，サリドマイドなどでの催奇形性問題ひとつを見て

も，事態をあとから追いかける情況で・あった. そこ

で，日本の薬学教育は一体どうなっているのか，とい

う批判がいたる所で提出されるようになった.

この問題の解決はなかなか困難で‘ある.われわれは

このようなとき，事態を切り抜けるために二つの手が

かりを知っている.第ーは，すでに高橋，太田， 高野

らが発表しているようなり現状の分析であり，今一

つは辰野が「日本の薬学Jで試みたような 2)現状招

来にいたる過程の追跡である.

本論文での検討は後者に位置づけられるもので，太

田雄寧の事績の中から，彼が近代日本発足の時点、で，

薬学を国民生活と関連させつつ有機的にとらえ，理論

を重視し， 検討課題を多面的に展開した姿を見出し，

真に有効な実学探索の一助にしたいと考えるものであ

る.

太田雄寧略歴

太田雄寧のひととなりについては別にゆずり 3)，こ

こでは概略にとどめる.

1851 (嘉永 4) 4月1日生

'64 (元治元〉松本良順の塾に入る

'66 (慶応 2)西洋医学所に入る

'68 (明治元〉松本に随って東走，ひそかに江戸に帰

り，福地源一郎の塾に入る.

'70 (明治 3)松本良順，早稲田村に蘭憶医院を開く，

その塾の事をまかされる.

'72 (明治 5)一時軍医となるも，家族を他にたくし

て渡米，ニューヨークナH製薬学校に学

ぶ

'74 (明治 7)帰国，一時愛媛県立医学校長となるも

すぐに東京にもどり疫学校々医，東京

府区医をつとむ，やがて文筆に専念.

'77 (明治10) 2月25日， 東京医事新誌発行

'81 (明治14) 5月発病 7月18日死去

著述について

太田雄寧は明治 7年(1874)帰京以後，わずか数年

の間に，多分野にわたる著述をなした.以下にその概

*東京薬科大学

1)高橋悦生 :くすり公害，東大出版(1971).

太田 秀 :くすりの秘密，民医述新書(1972).

高野哲夫 :くすりと私たち，汐文社(1972).

2)辰野高司 :日本の薬学，紀伊国屋新書(1966).

3)東京医事新昔、 No. 179，付録 (1881).



2 第 7巻第 3 号

略を述べ，彼が意図したねらいを推察してみたい.

(1) 薬物鑑法

石黒忠悪閲，島村利助刊，明治 8年 9月，和装，前

篇47了， 後篇48了， 表紙高さ19cm.

彼が在米当時指導を受けたニュ ーヨークの薬学校教

頭 Chandlerに， 日本へ帰るに当り ，薬物鑑定の図

書を尋ね，教示された Hoffmannの Examination

of medicineの競訳である.

キニーネ，ヨ ードカムモノレヒネ，甘煮，昇禾など

の常用薬物の真偽鑑別法が記されている.太田の実学

展開の第一歩となった著作である.

(2) 新訂各国薬量一覧

石黒忠恵関，太田雄寧刊，明治8年10月，和装折た

たみ，高さ16cm.

英ポンド，米ポンドの比較，グラム ・リットノレ制単

位(仏国〉の比較，ポγ ド制一グラム制の換算，日用

容量として茶盃，酒盃，食匙などの容量，以上の項を

一枚に表記しである.例言の所で，グラム制は学術的

にも用いられ，1871年10月31日以降，仏，蘭， 独，自

の各薬局方で正式採用になった，と注意を喚起してい

る.

(3) 独米局方一覧

島村利助刊，明治 9年 2月，和装 1枚摺，折たたみ

高さ.12cm. 

当時の日本は当分の間，外国製医薬品に頼らざるを

得ないので，各国局方規定の違いを注意しないと，同

一名薬品に効力の差を生ずると述べ，酷酸， 塩酸，火

酒，ホーレノレ水，煎剤，エキス剤などについて，独局

方と米局方の濃度の比較を表によって示した.

同時に，米国薬学新報で，米国における独乙薬舗集

会が，処方築にドイツ局方品，アメリカ局方品の指定

を明らかにせよと議決した旨紹介し，日本でも考える

べき実践課題であると述べている.

(4) 原素一覧

島村利助刊，明治 9年4月，和装 1帖.

化学に志ある人は坐右にかかげて朝夕ながめ見るべ

きものとして，65種の元素について，名称，化学記

号，和量，異重を列記した，たて0.95，よこ0.65(m)

の大型の表である.

ここに和量とは，のちに原子量となるべき数値(例

えば，水素 1，酸素8)であ り， 異重〈水素 0.069，

酸素 1.1056) は比重に相当し， のちに原子容の論拠

となり周期律発見を導いた数値である.

(5) 袖珍分量考

島村利助刊，明治9年 7月， 153頁， 12cm， 

携帯の便を第一に考え，小形手帳の大きさとし，内

容は日常用いる薬物を薬効別に並べて，日本名，ラテ

ン名，片仮名による発音，常用量，用法を記してい

る.巻末には処方築の書き方の概略について，実例を

あげて述べている.

第一版は千部.明治11年には獣類に用うべき薬用量

をつけ加え，増補版を刊行した.

(6) 薬舗心得草

太田雄寧刊，明治 9年10月，和装3冊，初篇26了，

二篇25丁， 三篇31了，高さ 23cm.

本書の序文に“さきに医術を学び用薬の間， 図らず

も舶載薬の賢品粗製にして奏効ならざるもの多きに驚

嘆し，つとに志を立て遠く海外に航して・・専ら薬舗須

知の学を修め，ほぼ其大要を領す当今薬舗に於て

緊要なる学事の方法をま日ること少きを患い，まずその

大意を示し，他日…製薬各科の書を纂訳せんとす"と

あり ，著者のねらいを知ることができる.

初篇は 6つの章にわかれ，(1)薬舗の心得(2)薬舗須知

の学課(3)天秤及其他薬局必用器具の取扱方(4)薬局の用

量(5)薬品を貯蓄する方法(6)毒薬及其形状用量となって

いる.

このなかで，アメリカ，ニューヨーク府製薬学校で

の教育を紹介し，化学，製薬学，本草学と薬物学，分

析術と実地本草を4名の専門教師が教えていたことを

述べ，日本でも“学資の給あるものは上京し，独逸正

則をもって製薬学を学ぶベく “年長じ或学資の足

らざるものは勉めて書を読み専らその術を研究せずん

ばあるべからず"と美践的啓蒙家らしい指導をしてい

る.

また，薬学を構成する学科と して， 物理学，化学，

本草学，製薬化学，薬物学，製薬学，処方学，実地分

析術及薬物鑑定学の 8項目をあげている.製薬化学に

ついては，薬用に供すべき草根木皮果実より鉱物動物

まで皆其抱合分解製法等を詳にする とし， 製薬学につ

いては，薬物の各種製造採収貯蓄法及之を薬用に供す

るに便利ならしむるの法を示すとした.つまり前者は

“学"後者は“術"と大別することができる.近代化

学がようやく大成しようとする時期に，カ、レヌス製剤

を主とする伝統的な薬物製造体系の中へ最新科学を導
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入する努力のあらわれである.

なお，処方学に対しては “医家の処方に随て薬物を

患者に与うるに就いて心得ベき各段の規則及用薬法等

を論ずる"と している.処方学とL、う名称はその後，

調剤学となって今日に及んでいるが，上述の規定から

すれば，そして今目的立場から見ても，やはり処方

学，つまり薬物適用の学として推進展開されて欲しか

った.この点については後で少しく検討を重ねたい.

さて，第二篇(明治9年12月〉では “薬を売る者は

南限，薬を用いる者は一眼，系を服する者は無限"と

いう古諺を引用して往時の薬系技術を要約したあと，

日本の近代化によって薬物の様子が変ったからには

“新旧真偽の弁究するを知らざる者"こそ無限である

ことを強調し，初篇で尽し得なかったこ とを述べると

した.

第一章は薬舗の誤謬に由って人命を毒害するを予防

する法として，ドイツ，スェ ーデンの薬物管理の方

法，毒薬貯蔵規則を述べ，第二章では局方のこ と， 第

三章は植物の採収及び乾燥法，第四章は生薬を粉末と

するの法，附，散薬，第五章は薬舗の心得となってい

る.ここでは学問の必要を説き “当時の 和 漢薬舗 と

政，勉めて新訳の薬物書を読み研究する時は遂に立派

な西洋薬舗となり世の名望を得るは必せ り"と転換期

における薬系技術者を激励している.

これなども，現代市中薬局の多くが商品販売業にさ

せられているけれど，時代の推移を認識し，医療技術

の学習を積むならば，近い将来に予想される医療再編

成以後の時期に，貴重な存在として活躍できるであろ

う，と読み換え，生き生き とした教訓とするこ とがで

きょう .

第三篤(明治10年5月〉は，まず第一章で医家と薬

舗を車輪 ・両翼にたとえて説明し， 第二章以下八章ま

で，薬物を調合するの法，散剤，丸剤，丁幾剤，糖煉

剤，毒薬瓶に貼付る紙符の事，毒薬品自j薬取扱規則の各

項について述べている.

(7) 混泉論

松本l原閲，島村利助干U，明治9年11月，和装，5巻，

高さ 24cm.

日本は温泉国であり ，多くの庶民が利用しているけ

れども，療養指導が充分でないために，一日 に何回も

入浴して体力を消粍し， かえって害になる場合もあっ

た.彼は，ローマ以来ヨー ロッパの水浴療法を知るに

及び，かねてから学んで、みたし、と思っていた所，アメ

りカ留学中，ウァノレ トン(シンシナチ州医学校薬物学

教師〉 の著書を紹介され，これを訳出したのが本書で・

ある.

まず温泉の地球科学的説明，理学的解説，鉱水の分

類，生理作用，化学的成分， 疾病別医治効用，浴法な

どを述べ，附録として，米国四大氷河河水分析， 英国

海峡海水分析， ついで‘伊豆，草津，四万，伊香保の各

温泉分析表をかかげ，入浴の仕方，服用の法などを具

体的に記している.

(8) 新式化学

太田雄寧刊行，明治10年4月，和装10冊， 高さ23cm.

例言のなかで，本書はベーケノレ， ロスコー，フオウ

ン，コークなどの化学書によったほか，ニューヨーク

製薬学校教頭チャンドレノレから授った実験などを併記

したと述べ，普通の化学蓄なので，読者は一章一句に

拘泥せず，まず総論を一読し，遂次各論に渉り ，その

後，彼是照会参考し，化学の大立を了解して欲しいと

も述べている.

そして，化学は近時大いに進歩した事を強調し，旧

式化学が，元素を金属 ・非金属に分類しているのは穏

当を欠く とし，本書では “化学ノ電気性ニ従ヒ原素ヲ

別テ消極積極ノ二類 トス"と し，新式なる名称を与え

た由来を述べてい る.そして各論の第一章を水素にあ

てたのち，第二章消極一価原子 (Cl，Br，I，F)，第三章

消極二価原子，以下第六章まで使って消極四価原子ま

で，第七章鉄の類属，第八章以下十一章までを積極

四，三，二，ー原子にあてている.

このような基本原理を尊重する扱い方は有機化学に

も及び，尿素，育素，アノレコ ーノレなどが人工的に作ら

れている以上， 炭素化合物の化学と称さねばならずと

い 各論では，一炭化合物，二炭化合物，以下二十七

炭化合物までの項目を立てて分類した.それより後は

蛋白，カセイン，骨などの生体成分を扱っている.

太田雄寧が渡米した年は，メンデレーフが週期律説

を Ann.d. Chemieに発表し， 近代化学に大きな転

機を与えた年である.学術上第一線の研究が，畑違い

の初学者に影響を与えるためには，早 くても数年の歳

月を要するであろうから，著述の中に直接の影響を見

出すことはできないが，ロスコーやフオウンの化学書

の上から，学問の新しい胎動を読み取 り，自著の中に

大胆な体系を組立てるやり方は，太田雄寧が実学者で

ありながら，決して卑俗な実用主義に陥らない優れた

学風の持主であった証拠となる.

(9) 看護心得
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島村利助刊，明治10年 5月，和装 19丁，高さ 19

cm. 

第一章総論に， “看護人の処置宜しければ薬カの及

ばざるを補い，意外にE査察せしむるものなり・・ ・・"と

述べて，薬物治療の立場からも看護の重要性を説いて

いる.

第二章は病室の空気の流通を適宜にする法.

第三章は病室の温度を適宜にする法.

第四章は病室を清潔にする法.

第五章は病室を静閑にすること.

第六章は排・准物を貯ふるの法.

第七章は薬物及び飲食等の用法.

第八章は病室に用ふる器具の事.

第九章は器物の用法，と っている.

第七章中には，まず，服薬など医師の命令に従わな

ければ奏功しないので，看護する者の注意、すべき所で

ある，と述べたあと，医師の指示と難も患者の立場か

ら批判的に受けとめねばならぬとして・..しかし悉

く比例に非ざる者あり .医士に差失 (あやまち〉ある

如きは看護者必ず弁識(わきまえ〉す可き所なり.特異

質ある者に其命じたる薬剤の分量を以てすれば…意外

の作用を生ずるものなり ，斯の如き期会に際して医師

の命令を固守すれば，必ず大いなる禍害(わざわい)

を招くこと必然…"と述べ，医師と看護人とが命令授

受の関係にあるのではなく，患者を中心としたチーム

の一員として，それぞれ固有の責任を負うものである

との立場をとっている，

飲食についても医師の治療方針に適わなければ治療

の妨害となる，としている.

(10) 民間四季養生心得

太田雄寧刊，明治10年11月，和装， 14了，高さ20cm.

健康保持の要訳は日常の生活の健全化にありと し

て， “婦人童幼"にも解り易いように本書を編述 し

た.その序文に， “世間食生の書物数多あれど，大概

西洋の書物の直訳なれば，彼我の風土の異なると慣習

のちがし、などありて，目下我国の民間に行い難きもの

少なからず"とあり，著者の学風を望み見る ことがで

きる.

全篇を春夏秋冬にわけ，小項目を立てて養生の立場

から注意すべき事柄を簡明に述べている.

春の部

雑煮 :多く食するは不可

屠蘇 :向上

鱈..塩鱈は不消化である.

鮭:良い食品である.塩鮭は不消化.

酒 :百薬の長であるが，多飲は不可.

食物 :健康保持に薬物に頼るな，その土地に便利な

鳥獣魚を食べ，野菜を離雑よ ，たい，ひらめはよい食

品であるが，いわしは廉価で滋養あり.

遊歩 :心をなぐさめるために必要.

疾腐の予防 :春の末より流行する.家の周囲， ドブ

を清潔にすること.

庖療:子を天然痘で失うは親の責任である.

夏の部

日傘:良いものである.

下痢:食生活の不良でおこる.かゆを食べて養生せ

よ.

梅 :青梅はし、けない.

桃 :不熟の桃は有害，完熟は養分となる

李:熱したものがよい

甜瓜(まくわ)良好だが多食は不可

西瓜 :向 上

葱 :疫病時の多食は不可，一方毒虫の解毒剤となる

鳥獣の肉 :脂肪の多いは不可

魚 :必ず野菜を加えよ

萩麦(まめむぎ肉食の時には一緒に食べよ

酒石酸 :清涼飲料となる

虎列刺(コレラ〉病 :感染に注意せよ，屋内外を清

潔にし，体力をつけよ

脚気 :風土病である.患ったら土地をかえよ，また，

よいものを食べよ

秋の部

柿:不熟は不可

栗 :多食は不可

葡萄 :熟したものはよい

季候の変化 :朝晴れても夕方降雨あり ，衣服に注意

し，風邪ひきに注意せよ

冬の部

衣物 :保温に留意せよ

酒 :帰宅して飲むこと

浴湯 :湯ざめに注意せよ

巨縫 :老人の為には良いが，若人は不可，子供の養

育にはよくない

食物 :脂肪分を多く摂れ

苧:体を動かす人の食料としては良い

苧麦:多食は不可

温鈍 :そばよりうどんの方が良い

菓子 :一般に多食はし、けない.カステラ，センベイ，

干菓子はよい，筒製はわるい
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味噌:酸敗液家(りういんもち〉には不可

醤油:みそよりは良い

(同獣類薬物学および獣類薬法書

英国，毘依私里偉著，太田雄寧訳，陸軍文庫，明治

11年 1月，和装，前蓄は巻上26丁，巻下29丁， 後書は

巻上57了，巻下41丁，何れも高さ19cm.

獣医用の薬物書の少ないことから訳出を企画，前書

tこは300種の薬物を，後書には各種処方および丸 ・飲

・外用などの諸剤を記載す. ¥ 

(IZ)薬物学大意、

島村利助刊，明治11年6月，手p装2冊，各50丁， 高

さ19cm

調剤の方法は製薬学に属するとL、う見解から，他日

製薬学大意、を著すことを述べ，本書は，僻村に住める

医家をして，薬物を配伍するの方法を知らしめる，た

めに著したと凡例の所で述べている.

薬物を記載するにあたっては薬効別類を用いたが，

すべての項目に訓読をつけた.

î~1j酸剤 : スミトリグスリ

駆虫剤 :ムシクダシ

鎮座剤 :サシコミユノレメグスリ

収欽剤 :シメ グスリ

下准剤 :クダシグスリ

腐蝕剤 :クサカシグスリ

発汗剤 :アセト リグスリ

消毒剤 :ドクケシグスリ

利尿剤:コヨウツウジグスリ

吐剤 :ハキグスリ

通経剤 :メグリグスリ

緩和剤 :ユノレメグスリ

発泡剤 :スヒダシグスリ

桧疾剤 :タンキリグスリ

解凝剤 :コリトリグスリ

麻酔剤 :シピレグスリ

清涼剤 :ヒ ヤシグスリ

鋲静剤 :シヅメグスリ

催津剤 :ツパダシグスリ

衝動剤 :ヒキタテグスリ

強壮剤 :ツヨメグスリ

なお，本書の中で特徴的な二三の事項を挙げると :

(1) 薬物の作用について，薬物とは人体に一種の作

用を呈し効を具う， 薬物は食物とうらはらに，健康体

に用いても営養の能なく ，かえって多少とも障害を起

すを常とす，と規定している.

(2) 処方を書くの法として，伝統医学で言われてい

る“君 ・再 ・佐 ・使"の法則，すなわち，ー処方にお

ける主薬，佐薬の役割を考えて処方する こと.

(3) 薬物配合の上でも禁忌があり ，これも和漢薬を

扱う際，往古より既に知らる，としている.これは，

相須，相使，相畏， 相殺，相悪、，相反として二薬の相

互関係を整理している知恵に学べという意味であろ

う.

(4) 処方を書くに当って，年令，男女， 資質(うま

れっき)，慣習(ならわし)，胃の形状，患者の形況

(ょうす)，特異性，季候， 薬物の素性(もちまえ〉

に注意せよ，と改めて注意している.当時は日本人の

洋薬使用の経験が少なく ，その特性把握が充分でなか

った.この時，文献や伝聞による情報だけに忠良らず，

医師(医療設術者〉自らが一人一人の患者に対して主

体的な医療を行って研鍛に務めよ，と主張する訳であ

る.

それは丁度，近々十年以内に登場した新薬の多い現

在にもあてはまる教訓である.

(13) 儒 門 医学

海得蘭著，太田雄寧点注，島村利助刊，明治12年12

月，和装4冊，高さ23cm.

本書はイギリスの F. W. Headland による :The 

Medical Handbook (1867)を， 中国人が中文に節目し

たものに対し，太田雄寧が句読訓点をほどこしたもの

である

巻之ーは“養身の理を論ず"の主題のもとに，光，

熱，空気，地気〈付風土)，水，飲食，運動を論じ，

巻之二は“治病の法を論ず"で民間衛生法にも触れて

いる.

巻之三 ・四は “方薬之性を論ず"で薬物を薬効別に

論じ，附巻には，侠疾要言，病症大略，筒易良方の諸

項を述べている.

上記の項目からも察せられる通り，生物学上細胞学

説が導入される以前のヨ ーロッパ医学と して，興味あ

る体系をもっている.この本には太田雄寧の意見が記

されていないので，彼自身どのように受けと ったのか

明らかでない.今後の課題として引きつづき検討した

L 、.

(凶 東京医事新誌

明治10年2月25日第1号創刊.彼の事業のうち直接

現代にまで続いたものは，医学綜合雑誌の発行であり ，
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昭和35年 (1960)の廃刊tこいたるまで，よく指導的役 述は外国原書の直訳でなしに，日本の歴史風土に根ざ

割を果した 4) した内容とした.

彼は当時のアメリカが建国以来，未ださしたる年月 しかし決して卑俗な実用主義に陥らず，科学の発展

を経ていないのに，ヨーロッパに比べて遜色なく発展 に留意し，事象の根底を流れる本質に着目し，体系的

したのは，政治， 法律，理学，医学はもとより現細の な理解を目ざしていた.これが第四の特質である.

工事にいたるまで新聞の発行がすこぶる多く ，ために

人智を奨め，開明をたすけたとして，情報の普及こそ 薬物学に関する教訓を敷街すれば :現在臨床の場で

向上の基本と考えたのであった. 書かれている処方築を検討して，共通する欠陥を拾う

以上のほか，本稿作製までに実物を見ることのでき

なかったものに :

同酸類及塩類之表

闘 衛生学大意、

ミーケヌ著 (英国陸軍医学校軍陣衛生学教授兼ロン

ドン大学医学部教授)の翻訳.機梁，森林， 河，都府

村落，家屋，人命統計論を含む.

閉世界流行病地図

お わり に

太田雄寧の実学思想、がどのように生れ，アメリカ留

学によってどのように育ったかについては，さらに検

討を加えねばならないが，彼の業績を通覧しただけで

も，啓蒙家として並々ならぬ着君、と才能の持主であっ

たことは想定でき，その今日的意義についても充分了

解することができる.

第ーは，医療技術を綜合的に捉えたことで，僅か数

年間の著述の中に，医学の概論から，看護，養生に及

び，個人衛生から集団予防衛生に至る全体系が網羅さ

れていた.そしてこの広がりは現代にあって新しい医

薬学として要求されている内容を指向している.

第二は，民主々義のポイントを把握したことで，知

識の普及を主要な任務とし，山村僻地に住む医師へ最

新情報を送り〈薬物学大君、〉 突務者の便利を考えて小

型化し，図表化し〈原索一覧など，袖珍分立考)，ま

た，無学の大衆にも読めるよう平易な表現をとった

(民間四季生心得).

さらに，医系技術者にありj惨な特権意識を否定し，

例えば看護にあたって，明らかに害を予測する場合

は， 医師の命令を固守してはならぬとし，医療を諸技

術者の平等参加によるチームワ ークととらえ，患者に

対して一様の責任を分つものとした.

第三は，民族の課題をふまえていたことで患者一人

一人の養生心の向上こそが保健医療の基本と考え，著

4) 日本科学史大系 24，医学一1，p.399(1965). 

と，ー薬物はー症状に対応し， 病症の多様化によって

薬物は相加累積的に多くなる.必然的に何れの薬物も

治療過程の上で等価となり ，処方築に書かれる薬物の

順序は意味を持たず，治療の主要点を把握するこ とが

困難となってく る.

これは，新薬開発のテンポが速すぎて，それぞれの

臨床医学的位置づけができていなし、からであるが，治

療原則から見れば明らかに外れており，早急に解決せ

ねばならぬ課題である.

太田雄寧は薬物学大意や袖珍分量考の中で，伝統医

学の術語を援 用して， 処方薬は君薬 (Basis)，臣薬

(Adjuvans) ，佐薬 (Corrigen)，使薬 (Const山 ens)

の位置づけを明らかにし，往古より知らるる禁忌の考

え方を駆使し，患者の年令，性別，資質，生活習慣，

容態を綜合的に考慮するよう指導している.ここに前

記課題解決のいとぐちを見る ことができる.

今日は変革期とい う意味で明治維新前後と相似した烏

面をもっている.太田雄寧は官費によるドイツ留学派で

なく ，しかも明治14年30才とL、う早世のため，薬学界で

評価されるこ とが少なかった.しかし，今後，検討する

に値する存在であることは理解されたで、あろう .

¥ 
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近代薬 学 と 軍

宗国 * 

Hajime Soda ; The military and the modern pharmacology 

The progress in the medical science is stimulated by military circles in all the countries 

of the world. 

Leading parts playeQ by armyand navy in the progress of the practical pharmacy in our 

country are discussed. 
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オランダ海軍二等軍医ポンベ (Thr.T.L.C Pompe 

van ~eerdervoort) の来日は， 幕府の要請で第二次海

軍伝習に加えられた医学伝習の教官としてであった.

この伝習は安政4年(1857) 9月から開始された

が，ポンベの企図した医学教育は，医学の基礎学の体

系的講義と実習並びに臨床教育で，ここにわが国最初

の近代医学教育がはじまるこ とになる.

ボンベのカリキュラムには物理 ・化学が加えられ，

また採鉱学 ・鉱物学が課外講義としてなされている

が，ポンベの医学講義の教材の中にはオランダ軍学校

の教科書が使われている.

文久元年7月1日 (1861年8月6日〕ボンベの建儀に

よってわが国最初の洋式病院一長崎養成所ーが落成し

た.ここの薬局では調剤実習が行なわれた.

ボンベの後任にはオランダ陸軍一等軍医ボードウィ

ン (AnthoniusFrancoise Bauduin)が来日 した.ボ

ードウィンはユトレヒト陸寧々医学校の教授を勤めて

いた人て・あった.

ボードウ ィンの功績として，物理学，化学を医学専

門教育から分立し一本立ちの研究教育体制をしいたこ

とである.この目的で設立されたのが分析究理所で，

この専任教師として来日したのがハラタマ (Wouter

Koenraad Gratamめ である.

ボードウィンの後任のマンスフェノレト (C.G. van 

~ansvelt) もオランダ、海軍一等寧医であった.

このように幕府の長崎での西洋医学教育はオランダ

寧医によって行なわれたので、あった.

ボンベの弟子の松本良l債はのち登用されて明治新政

府の兵部省(海陸軍〕軍医寮の設立に当たり ，海陸軍

ホ吉宮製薬 ・学術部

分離後は陸軍々医部の最高指導者となっている.

また，明治新政府がドイツ医学採用を決定し，招い

た教官ミユルレル (B.C.Leopold~üller) は陸軍々

医少佐であり ，ホフマン (T.E.Ho仔mann) は海軍々

医大尉であって，その教育方針は三宅秀の記すように

、、当時のドイツ式自由教育制度をとらず，主としてド

イツ陸軍々医学校の厳格なる教則に準1:"たものだっ

た.

ところで，幕末の開国は欧米列強の軍事力による脅

迫に屈したものであり ，安政条約にみられる不平等性

は，わが国を欧米諸国と対等同権の国として資本主義

世界にひきいれようとするものではなかった.

開国による医療界への影響として流行病対策，性病

対策，維新戦における軍陣外科治療などがるげられ

る.これらはし、ずれも対集団的処置を必要とするもの

であり ，軍事医学のそれに重なりうるものであった.

こうして西洋医学の採用は，この背景下に旧来の漢方

医学に対し優位を勝ちうるこ とになった.

(2J 

明治 5年 2月陸軍省と海軍省に分かれた兵部省軍医

寮では，5年II月陸軍々医寮に職員令事務章程を定め，

屯営医局に対する薬局をおき薬局掛を配置したが，軍

医の兼務であった.その薬局定員Ijに "局外ノ者仮令一

等軍医タリ トモ局長ノ許可ヲ待タスシテ薬品ヲ取扱フ

コトヲ許サス"として薬局長の権限を明確にしており ，

また "製剤分量ハ刊行ノ局方ニ拠ノレヘシ"とした.

陸海軍では夫々部内における使用薬剤の製剤jの規格

統一の目的υから，製剤のみを収載した『軍医寮局方』

(石黒忠、思量生録，宮地善校合，明治 4年刊)及び『官

版薬局方.!I (奥山虎柄閲，前田清則訳，明治 5年刊〉

を刊行，前者は英薬局方とオランダ局方，後者は英薬局

方を主体に編纂され，陸軍はさらに明治II年『陸軍病
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院薬局方第2版Jl(前記『軍医察局方』を陸軍の局方第

1版とみなすため，かく名づけられた〕を刊行，これ

も英薬局方によっているく陸軍二等薬剤正大沢昌督輯，

同永松東海校)• 国定の日本薬局方の公布は 19年 6

月，施行は20年 7月であったから，軍関係のそれがい

かに早かったかがわかる.それだけ軍関係の制度化が

早かったので‘ある.

医 ・薬職務の分担も軍関係が前記の如く先鞭をつけ

ており ，陸軍薬剤官は明治 3年から司薬医官(軍事病

院医官，大鈴弘毅〉があったが，薬学教育の人的関係

から 6年も本病院に陸軍剤官大沢昌督以下剤官補1

名があるのみで，他は軍医官の兼務または出仕官で，

本格的薬剤l官の出現は陸軍々医本部設立 (12年10月〉

以後東大製薬学科出身者を当ててからであった.

13年 6月現在の主な薬剤官は次の通り .

軍医本部次長陸軍々医監兼陸軍薬剤監緒方惟準

軍医本部薬剤課長兼
陸軍二等薬剤正 大沢昌督

東京陸軍病院薬剤課長

仙台陸軍病院薬剤課長陸軍剤官石塚左玄

名古屋 グ グ 佐藤存

大阪グ

広島グ

熊 本 グ

グ 曾根二郎

(東大 ・薬第2回卒〉

か 溝口恒輔( 11 ) 

グ 町田仲

(グ第3回卒〉

海軍の薬剤官も陸軍と同様，当初は医官兼務で，の

ち12年東大 ・薬第2回卒の高松秀松が海軍に入り専任

薬剤官となり ，19年に薬剤官の官等制定をみるに至っ

た.

石黒忠恵の『陸軍衛生部旧事談」に薬剤官の官等に

ついて "薬剤官は最初は一等薬剤正というものは一等

軍医正と同等に定められた(是は仏国の制に倣うた

…).然るに陸軍の制度に独逸風が入込で来てから薬

剤官は軍属で軍医とは列が違うとか，階級が同じでは

ないかと L、う説が勝って，遂に薬剤j官の上級が少佐相

当に止ることになったが，近年は大佐相当まで進む軍

になった・・。11 といっているように，海外の制度に支

配されてきており，この風潮の根強さは軍だけではな

かろうが，わが国近代化の制度の見逃がせぬ側面であ

ろう 2)

[ 3 J 

り，近代化の尖兵としての軍の姿勢が一般社会のそれ

より先行した実践を可能にした.

その一例として軍の脚気対策がある.

陸軍の石黒忠悪は兵員の衣食住が在家のそれと比較

して良好であり衛生面においても勝れているのに脚気

が箪隊内に多発するのは環境 ・常習の急変による住に

主としてその原因を求むべきとした.

その対策として，

"第 1，清潔にせねばならぬとて室外の塵芥，下水

は勿論，室内も一切泥靴を禁じ，床板を浄拭し(兵営

に泥靴を禁じる風習をなしたのはこの脚気対策が最初

の起りである〉

第2.夏季になる と成る丈脚粧を脱がせて脚部の緊

迫を除き，

第 3.腰をかけて足を下げて居ると ，とかく脚腫を

誘すとて床板に胡坐せしめた

第4. 日中炎暑強き日は演習の時をかへて涼しい時

にする11 (石黒 :陸軍衛生部の草創時代〉

等のことを実行せしめる一方，その治法として転地

療養を行なうのを良策とした.

海軍の高木兼寛は石黒とは対照的に兵食に注目し

た.これは病院管理の立場から脚気患者の発生状況を

調査し統計的に食に原因を求めたものだった.

当時の栄養学の水準と英国留学の体験から得た食生

活から，海軍屯所よりの報告を集計して兵食の含水炭

素と蛋白質の比が発病に関係あるとし，予備実験を経

たのち，有名な遠洋航海の軍艦筑波によるフィ ーノレド

実験が開始され，改良兵食 (N:C=1:15，当初はパン

食，のち18年3月より米麦混食)給与によって海軍の

脚気患者発生を激減することに成功した.

この高木の改食兵食はその後の栄養学の進展によっ

て理論的には誤りであることが判ったが，脚気対策と

して食に着眼した出発点に好運があった.しかもこれ

は脚気対策に病院管理者としての立場から対処したも

のであり ，またその禁法と実行力がこれを推進させた

ものであった.のちの森林太郎等によるカロリ 一栄養

説を主体とする陸軍兵食論とはその目的意識が異って

いた.従って脚気対策に一応の成果を挙げた高木は，

彼の改良兵食の理論や脚気論因を彼自身さらに学問的

に深く追究する必要はもはやなかったのである 3)

陸軍の兵食論は多分に高木説洋風海軍改良兵食の批

判にはじまったとみられる.石黒忠惑の命を受け明治

軍事医薬学が一般医薬学と対比して個人単位より集 17年にドイツへ留学した森林太郎の主目的は兵食研究

団対象であり .治療よりも予防(健康管理〉に重点を指 だった.

向するものであり ，その方法は合理性の追求である限 石黒が米食に固執し，森らもカロリ 一栄養説(消化
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吸収試験も含めて〉によって米食の優位性を主張する

限りでは，海軍の如く米麦混食が陸軍に正式に入りこ

む余地は少な くと もなかった.しかも米と脚気につい

て高木説を裏付ける学問的根拠が明確でないとする陸

軍衛生部首脳陣の見解がある限りなおさらのことだっ

た.

このような陸軍衛生部首脳陣の米麦混食に対する消

極性は数次の戦役においてその都度脚気患者の多発を

招く結果を生んだ.

こうして，明治38年 3月10E:!満発第2000号出征部隊

麦飯喫食の訓令 "出征軍人ニハ脚気予防上麦飯ヲ喫食

セシムノレノ必要アりト認ム.依テ時機ノ許ス限リ主食

日;盈精米四合挽割麦二合ヲ以テ給養スノレコ トニ努ムへ

f シ"によって，ょう やく 正式に脚気予防を明示して麦

飯採用にふみきったのである ときに日露戦争未期で

あった.

明治41年 5月30日勅令第 139号をもって臨時脚気病

調査会官制が公布せられ，陸軍の森林太郎を長とする

軍官民一体とする調査会が発足したのは脚気原因の組

織的研究の必要性が痛感されたからであった

その官制文には，

、、該調査会ハ一種ノ東洋病ヲ調査研究スノレモノニシテ

敢テ陸軍ノミニ限ノレモノニ非ラス ト雄該病タノレヤ特ニ

陸軍ニ多発シ彼ノ日清，日露戦役及北清事変ノ際ニ於

テハ該病ノ為メ著シイ兵力ヲ減殺セラレ而カモ病原ノ

何物タノレカハ諸説一定セス年々初夏ノ候ヨリ患者数ヲ

漸増シ特ニ熱帯地及之ニ近キ地帯ニ屯ロスノレ兵員ニ於

テ一層甚シキモノアノレヲ以テ本会ヲ創設・ン主トシテ陸

軍ノ:衛生官ヲ之ニ充テ， 海軍衛生官及帝大医科大学教

授，助教授其ノ他学識経験アノレ一般医師ヲ以テ之ヲ組

織し陸軍大臣ノ監督ニ属セシメラレタリ・ ・11 とあり ，

その設立主旨が明確にのべられている.

ビタミンBlの発見者鈴木梅太郎はこの会の委員であ

り，この会が 明人体実験ニ於テ或ノレ期間中ヴィタミン

B欠乏シ文ハ之ヲ欠除スノレ食飼ヲ摂取セシムノレ トキハ

脚気病 ト酷似スノレ疾患ニ躍り 而カモヴ ィタ ミンB製剤

ノ投与ニ由リ容易ニ治療セシメ得ノレコトヲ確認、ン略ホ

其/目的ヲ達シ11 解散したのは大正13年11月25日であ

った

[4) 

医療器械もそうだが，医薬の新剤型は寧の採用が先

行し， それが国内需要を喚起した.

明治初期には内服用錠剤は小児に適するものとしか

認識されず，多くは丸剤であり，アメリカで薬学を修

めた太田雄寧も，丸剤は u散薬に比らぶれば患者の為

に服用し易く且つ旅行等に用ふるには別して便利な

り11 (明治10年)といっているほどで、あった.

明治27~8 年戦後の陸軍兵姑医投，船用医仮内容品

目には n携帯薬〈単独旅行者若ハ軍夫等衛生部員ノ属

セサノレモノニ携行セシメタノレモノ〉ハ厚キ紙袋ニ左ノ

薬品(小袋入リ〕ヲ収メ各用法ハ之ヲ小袋ニ印刷lス"

として，国神丹， 健胃散，t耳HMf，解熱丸(アンチヘ

プリン丸)， 阿竜丸の 5種をあげているが， 32年式陸

軍医療褒内容品目には錠剤が3種，40年式には6種の

錠剤が採用されるようになっている.

ただし，北清事件 (33年〉のときの医務局長訓示に

よれば， い陸軍薬局方規定ノ錠剤ニシテ供給関ニ合サ

ノレモノハ丸散文ハ其原料ヲ用ユノレモ妨ナシ11 とあり，

民間保1]の打錠能力が軍の需要に応ぜられなかったこと

を窺わせる 1)

明治37~8 年の日露戦役では，さらに錠剤が培えて

いる.37年 7月の医仮，医療褒内容の Mアンチヘプリ

ン， ドーフノレ放，健胃散，分包ヲ自今製剤ニテ補給ス

ノレ旨関係各部ニ通牒11 しているが，これはようやく錠

剤の製法が進歩したカ・らで，錠i'fl]の種類は13種を数え，

丸剤は4種(このうちクレオソ ー ト丸，いわゆる征露

丸が量的に圧倒的に多く 500万粒準備された〉で逆転

してい る.

アンプノレ入り注射薬の普及も第一次大戦で寧が寧需

に採用，これによって注射薬の製造やアンフ.ノレヵーラス

の製造が本格化し，アンプツレ供給業者が定着した.

もっともア γフ勺レ入り注射薬は明治40年代に輸入品

として姿をみせており ，44年のサルパノレサンの出現は，

アンプノレ入り粉末注射薬のはしりであったが，局所麻

酔薬などごく特定のものを除けば，注射療法は大正の

はじめ頃まで一般医家の採用をみていないものだった

のである.

また，包帯材料では西南役(10年〉で活用されたリ

スター防腐包帯が戦後定着したし，20年には従来賞用

された綿撒総に代わって「ガーゼ」が登場，20年制定

の戦用衛生材料中格納の包帯r日と して， 、、昇京ガー

ゼ，脱脂ガーゼ， 昇京綿花， 脱脂綿花"がみられ，21 

年改正で綿撒総が削られた.

[5) 

以上わが国近代化路線における楽学と軍の役割の一

端を概観した.このような寧の役割は，わが国ばかり

でなく欧米においてもみられるところで，とく に紙面

の関係でここではふれなかった熱帯病研究，熱帯病薬
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開発，化学療法剤研究等の推進における列強の軍事的

要請は十分認識されてしかるべきであろう.

2) もっとも ，衛生材料については便利主義が先行

し，英式，普式が混在しており，必ずしも一国民統一

化されてはいない.
軍事医薬学の目的は必ずしも肯定さるべきではない

が，その方法論において形式的には社会医薬学に近い

ものをもっている限り ，学ぶべき多くのものがあると

いえるだろう.

例えば，野戦医校は英国の armypanel から ，看

護卒用医療背畿は普園式，駄載医汲は英国式，縦帯小

包(三角縦帯〉は普国式といった具合である .

3) Ii海軍衛生制度史.Jl (第 2巻 p.416)K ¥¥明治15
年ヨリ 23年至Jレ6カ年間海軍々医部ニ於テハ海軍兵食

ニ関シ上下協力シテ其寄生ナル研究調査ヲ遂ゲシガ，右

ハ主トシテ当時五主モ悲惨ヲ極メタル脚気病ノ対策トシ

テ研究セラレタ ノレモノニシテ明治23年糧食条例及糧食

経理規定ノ制定ヲ一期トシテ一段落ヲ告ゲ，其ノ後或

ハ脚気対策上ヨリ 或ハ兵員ノ噌好上ヨリスル個々ノ研

究アリシモ栄養学上ヨリ兵食ヲ研究セシ例極メテ少

シ11 とある のは高木の思組の反映とみてよい.

(註〉

1 )明治10年西南役の 『大阪陸軍臨時病院報告摘要』

にもれ薬剤モ亦タ怨械ト同シク普ク備テ漏スコトナキ

ヲ要ス.然レトモ品数移多ナレハ調製ニ臼時ヲ賀ス故

ニ可及的簡易ユシテ品数僅少ナルヲ要ス…凡ソ数千ノ

病者ヲ治療ス Jレニハ医官処方ノ際勉メテ方剤ヲ簡易ニ

セスンハ薬官徒労スルコト彩シ，故ニ本院ニ於テハ予

メ方ヲ定メテ之ヲ処セ リ11 とあって，院内約束処方を

採用しており ，と の目的は文中 I~示されているよ う に

院内管理体制の一環としてであった.

4) ¥¥ガレヌス製剤，錠剤等ハ特ニ信用ア Jレ専業者ニ

命シ陸軍薬局方ノ所定ニヨリ調製セシム"とあ る.

Establ. 1870 

HEIANDOO PHARMACY 
5-78 Aioityoo， Nakaku， Yokohama， Japan. 

Tel. Yokohama: 045-681-3232 ; 3233. 

Dr. TOOTAROO SIMIZU， Pharmacist. 
Professer of Pharmacy TOHO UNIVERCITY， Tokyo 

Member of THE JAPANESE SOCIETY OF HISTORY OF PHARMACY， Tokyo. 

Member of L' ACADEMIE INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA P!-IARMACIE. Pays Bas. 

Member of Internationale Gesellschaft fur Geschichte der Phamazie e. V.， Stuttgart. 

Member of the American Institute of the History of Pharmacy， Madison. 

HUZIO SJMIZU， Chief Pharmacist. 

創業明治 3 年

平 安 堂 薬 局
横浜市中区相生町 5-78(馬車道)

電話 (045)-6 8 1 -3 2 3 2， 
東邦大学名与教授 薬学博士

薬局長薬剤 師

323 3 
清水藤太郎

清水不二夫
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食合せ史考

赤松金芳恥

Kaneyoshi Akamatsu ; On the history of the ill-assorted foods. 

Descriptions about ill-assorted foods were seen long ago in China in the time of Houhan 

(B.C.22-A.D.250) in ]inguiyaoluefang (金匿要略方)， also in the time of Taog in Qianjinfang 

(千金方)(652) and Xfnxinbencao (新修本草)(659)， in the time of Song in Zhengleibencao 

(証類本草)(1108: 1116) and in the time of Ming in Bencaogangmu (本草網目).

These items were transferred to ]apan and were described in Ishimpo (982) published in 

the Heian period， Mannanpo (1313) in the Kamakura period， Enjusatsuyo (1599)， Yakoju 

(1727)， Chomeieiseiron (1812)， Shokujikai (1815)， and Shokkinbenran (1839) in the edo per-

iod. 

Differences and changes of the ill-assorted foods in these literatures were discussed. 

食合せとは，食物を 1種づっ別個に食したときは，

なんらの害はないが 2種以上を同時に食したとき，

身体に異常(吐潟，麻簿，発熱，失神など〉が起ると

いうものである.

この食合せについては，中国では，古く後漢 (BC

22~A D250)のこ ろ，張仲景の「金匠要略方」巻下

に 『禽獣魚虫禁忌並治，第24J]に約30項 Ir英実菜穀

禁忌並治，第25Jlに約18項が記載されている.その主

なるものを挙げると，

猪 脂不可合梅子食之

兎肉 不可合白難肉食之，令人面発資

兎肉 若干美食之成君乱

難 不可合前蒜食之滞気 (ー云幾子〉

雀肉 不可合李子食之

鯛魚不可合猿，縫肉食之(ー云不可合猪!l干)

青魚鮮不可合生萌姿及生葵並麦醤食之

簡肉不可合難，鴨子食之

亀I¥i肉不可合克菜食之

その他〔擁馬肉〕猪肉， (牛肉〕猪肉

〔青牛腸〕犬肉， (羊肉〕 生魚酪， (羊肝〕楓

〔猪肉〕羊肝胡姿葵， (鹿肉〕蒲白奨

〔康肉〕鍛生菜梅李， (山難〕鳥獣肉

〔鴨卵〕筒肉，(魚〕難肉鴎潟肉

〔鰹魚鮮〕小豆蜜，(鯉魚子〕猪肝

〔鰻魚〕犬肉，(健魚〕鹿肉，(鰭鰐〕白犬lUl

〔亀肉〕酒果子，(餓〕乳酪(以上禽獣魚虫〉

生葱不可共蜜食之殺人独穎蒜弥忌

秦 合生葱食之令人病

生葱和雄難悠白犬肉食之令人七簸経年流血

食糖蜜後四日内食生葱蒜令人心痛

産 不可共牛肉作奨食之成疲病韮亦然

野萱 不可同蜜食之 {乍内痔

芥菜不 可共兎肉食之成悪邪病

白黍米不可同飴蜜食亦不可合葵食之

その他〔白酒〕生韮， (白萱〕酪

〔葱〕生魚， (大豆屑〕猪肉，(酒〕蒼耳猪肉 飴

〔酷〕酪， (白米関〕蒼耳， (甜粥〕食塩

(以上 英実莱殺〉

とある.

また，南北朝の陶弘景の「本草経集注J(500ごろ〉

には，その第 1巻に『服薬食忌例』は載っているが，

食合せについては記載はないようである.

しかし， 唐の孫思遡の「千金方J(652)には，その

巻26Ir食治』の主主に， 主として『黄帝云・・…』として

食合せが記載されている.

李子，不可和白蜜食，蝕人五内

芥菜不可共兎肉食，成悪邪病

食生葱，即日放蜜，変作下痢，食焼葱亦開設蜜擁気而死

主主不可共牛肉{乍奨食之，成痕病，韮亦然

合小蒜噸生魚，令人奪気陰核痛求死

野萱不可共蜜食之作痔

五種黍米合葵食之，令人成1菌疾

蕎麦f乍妻百和猪羊肉熱食之，不過八九項作熱風

令人眉髪落，又還生侃希少

*京浜女子大学教授 Adress:1かー18，yukinoshita-. 
1-chome， kamakura-shi， ]apan， 
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兎肉和鍛肝食之，三日必成遁戸

共白難肝心食之，令人面失色，一年成主主病

共輩食変成窪乱

共白難肉，食之，令人血気不行

難子共笹肉蒸食之害人

生葱，共難犬肉食，令人穀道終身流血

筋肉共菟，族菜食之，{'乍鰭疲害人

その他〔葵莱〕鰻魚鮮〔葱〕生魚

〔繁鐙〕組制作， C務〕青魚鮮〔若葉〕韮

〔蒼耳〕猪肉甜腕，C白萱〕酪

〔大豆屑〕猪肉，C脊小豆〕鯉肉俳，C甜粥〕食犠

〔羊肉〕酢生魚酪，C羊肝〕小豆淑

〔羊仕〕飯甜粥，C牛肉〕猪肉

〔黍米〕白酒 牛肉，C牛馬乳汁，目白〕生魚

〔自犬〕海鰭，C猪肝肺〕魚紛鰹魚腸子

〔猪肺〕飴，C鹿肉〕蒲白，C康肉〕蝦娃

〔欝肉〕鵠肉

〔難肉〕魚肉瀬肉犬肝腎兎犬肉

c.烏難肉〕鰹魚 〔野難肉〕家難子

〔難子〕蒜生葱，C鰹魚〕桂， C鯉魚子〕猪肝

〔筒子〕鈎得、子，[1怪肉〕 芥子醤猪肉

〔蝦鰭〕猪肉〔螺鮮〕菜なと

とあり ，約601'重の食合せが挙げられている.

以上の 2書について比較して見ると，全く共通する

もの17例，多少共通するもの 9例，共通しないもの

「金座要略方」で25例 I千金方」で34例がある.

また「千金方」と同じ唐時代の蘇敬の「新修本草」

(659)では，その巻2に『服薬忌食」が掲げられては

いるが，食合せについては，各条下に散見するものを

略記すると ，

〔青牛腸〕犬肉犬血，C腐肉〕鶴肉， C鍛肉〕 兎肉

〔白灼血〕白難血白鶴肝白羊肉 烏難肉蒲子

葉

〔兎肉〕白難肉獄肉〔猪脅〕烏梅〔難〕 芥葉

〔烏難肉〕犬肝腎， C案提子〕萌蒜 李子， C雀肉〕

'*子醤

〔鰹自作〕豆務〔鰹子〕猪肝， C鯛魚〕族難肉 猪

肝

〔館鰐〕白犬血，C魚汁〕鴎潟肉， C育魚俳〕胡姿

生葵麦醤

CWit]難子 :tz菜， C麦実〕白蜜， C李実〕雀肉，

〔萌〕育魚市下

となり，約32例の食合せが記されている.

その中 「金底要略方J I千金方」にあるもの20例，そ

の他12例とな A ている.

とこ ろで，日本で現存する最古の医書といわれる丹

波康頼の「医心方J(982)では，その巻29に『合食禁』

として食合せが， 主として「養生要集」によって記さ

れ，その他 I村l農食経千金方孟読食経僅馬錫

食経馬事IlI食:経朱恩飽食経」なども引用して記載さ

れている.その主なるものを挙げると

蒜 勿合飴錫食之傷人

食蕎麦合猪肉不過三日成熟風病

生葱合難雄維食之使人大妓終年流血殺人

葱産不可合食白蜜傷人五歳

食 生 葱 噸 蜜， 変作腹痢気落如死

生葱食不得食秦 病人

葵不可合食黍成病

千萎勿合食兎 発寝乱

芥葉不可共兎肉食成悪邪病

李実合雀肉食令大行漏血

李実不可合蜜合食傷五肉

烏梅不可合猪行 食 之 傷 人

猪肝牌鰯魚合食令人発煩消

白蜜合白黍食之{努五内令不流

その他〔甜弧〕美食趨， C秘米〕猪肥

〔小麦〕菰米，C葱〕桂鯉魚〔葵〕猪肉

CI¥東遊〕新ji，C五辛〕猪肉生魚〔刻菜〕燦肉蝦

〔苦菜〕生産，C芹菜〕猪肝，C戎葵〕烏子

〔甘草〕蕪家，C葱〕生魚，C生菜〕蟹足

〔栗〕生魚，C杏子〕猪膏， C菰首〕白蜜

〔変実〕白蜜，C蝦〕皮肉梅李生菜

〔螺鮒〕芥諸菜，[猪肉〕魚 杏仁

〔猪肝〕鯛魚子卵鰻子芥菜小豆

〔生肉〕乳汁，c鹿肉〕蝦刻菜鰻魚

〔蜜〕秦， C甜酪〕大酢，C乳酪〕魚恰水疑

〔乳汁〕生魚，(以上養生要集〕

生魚合蒜食之奪人気(神農食経)

批把子不可合食茨肉葬!、妻司令人発黄

〔竹勢:]鯛魚，(望書〕刻，C弱肉〕猪肉(以上孟説食経〉

食大豆符後峨猪肉損人気

〔胡麻〕韮，蒜， C蘭南草〕鹿肪，C雁〕生海鼠

〔李実〕牛蘇〔葵]，蕨菜(以上崖民錫食経〉

猪肉 合葵菜食之奪人気(馬事草食経〉

鹿娃並煮食之損人(食経〉

飽魚合鹿肉生食之筋急唄怒(朱恩筒食経〉

白萱不可共酪食必f乍Ijf
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竹害事不可共蜜食之 作内痔(以上千金方〉

とあって約73例(重複を除く〉の食合せが載せられ，

その中「金匿要略方 ・千金方 ・新修本草」に挙げられ

たもの25例がある.

次に中国では，宋時代の唐慎徴の「証類本草J C支

成「大観本草J(1108)及び曹孝忠「政来日本草JC11l6)

には r新修本草」と同じく巻 2に『服薬食忌例』の

記載があるが，食合せについては，各条下に散見す

る.その主なるものとしては，

〔牛乳〕合生魚食作疲(孫夏:人〉

[兎肉〕不可合白難肉食之面発黄

合瀬肉食之，令人病遁戸(以上陶隠居〕

与警同食令人心痛(陳蔵器〉

不可合難肉食之(図経〉

不宜喫萎橘同食之，令人卒怠心痛

与生委同食成種乱(以上食療〉

〔猪肉〕不可同牛肉煮食令人生寸白虫(目撃子)

[猪脊〕文忌烏梅(陶隠居〉

〔難〕不可合窃蒜及季子食之

烏難肉不可合犬肝犬腎食之

不可合芥菜蒸食之(以上陶隠居〉

家難合水野f~食{乍遁戸(孫真人〉

肉和魚肉汁食之成，心'Ii望

難兎同食成洩痢

難卵共不得和蒜合食令人短気

難子和葱食之気短

幾子共瀬肉同食成遁戸注薬不能治

難子自共簡肉食損人(以上食療〉

〔差是〕和蕎麦務食之生肥虫

卵，不与葱同食生寸白虫

不与胡桃同食

菌子，木耳，肉食発五痔立下血〈以上孟説〉

不与胡桃同食即令人発頭風兼発心痛

亦不与鼓同食(以上食療〉

〔鯛魚〕子，不可与猪肉同食(目撃子〉

不得食沙糖令人成府虫(食療〉

不可合猪肝食(梅師方〉

不可合j侯，維肉食之〈陶隠居〉

〔柿〕不与蟹同食令人腹痛大潟(図経〉

〔楊梅〕忌生葱(孟説〉

〔沙糖〕不与鯛魚向食成府虫

不与葵同食生流併

不与勢同食使害事不消成署長身重不能行(以上孟

説〉

〔蕎麦〕合猪羊肉食成風額(孫真人〉

〔葱〕不可与蜜相和ft之，促人気殺人(食療〕

焼葱和蜜食殺人(孫真人食忌〕

〔韮〕不可与蜜同食(目撃子〉

〔量産〕不可与牛肉肉食，令人作用量疲 (日華子〉

〔蒜〕食小蒜咲生魚令人奪気(賞帝〉

その他〔馬乳〕生魚(孫真人)，[馬肉〕倉米整

(孟読〉

〔青牛腸〕犬肉犬血， C陶隠居)， [羊肝〕猪肉

梅小豆(陶隠居〉

〔白狗血〕白難肉白鶴肝白羊肉鳥難肉蒲子

奨(陶隠居〉

〔犬肉〕蒜(孟説)， [狸肉〕酒 (孟説〉

〔猪肺〕白花菜(図経)， [猪心〕呉茶爽 (図経〉

[窟〕鵠肉(陶隠居)， [瀬肉〕 兎肉(陶隠居〕

〔乳酪〕大酢魚胎(陳蔵然)， [鴨卵〕簡肉(陶隠

居〕

〔野鴨〕木耳胡桃鼓(目撃子)， [鴨〕筒(孫冥

人〉

〔鴎鵡〕竹多(孟説図経)， [雀肉〕 季子響(陶

隠居)

〔鶏〕猪肉菌子， [制魚〕牛日干野猪肉(図経〉

〔鱗魚〕野実佐 野猪肉(図経)， [鰭鰐〕白犬血(陶

隠居〉

〔鯉魚子〕猪日干(陶隠居)[鯉魚鮮〕豆葎葉(食療〉

[育魚俳〕胡婆生葵麦醤(陶隠居)， [青魚〕葵

蒜〈日華子〉

〔砲事魚〕乳酪(ー)， [爽魚〕務麦(食療〕

〔鰐魚〕乾タ(食療)， [魚給〕乳酪(陳蔵器〉

〔魚汁〕鴎潟肉(陶隠居)， [限鰭〕難肉(陶隠居〉

[筒肉J~~子 立業(陶隠居・図経〉 芥子(孫真人〕

〔大葵〕生葱(日華子)， [橘〕務肉〔陳士良〉

〔木柿〕蟹(目撃子)， [李仁〕難子〔陳蔵器〕

〔李実〕雀肉(陶隠居〉蜜 C1t医心鑑〉

〔赤白豆〕魚{咋〈孫真人)[小豆務〕魚鮮(孫真人〉

〔酒〕乳牛肉猪肉(際蔵器)， [酷〕蛤肉(孟説)

〔豆響〕雀肉(楊氏産乳)， [綬米〕 蒼耳馬肉(孟

説〉

〔陳倉米〕馬肉(隙蔵総)， [黍米〕葵菜牛肉(食

療〉

[丹黍米〕蜜葵(日華子)， [麦磐〕鯉魚(煎嫡〉

〔葵〕鯉魚(孫真人)， [克菜〕筒肉(食療〕

〔胡委〕斜背〈食療)， [邪務〕 胡婆(ー)， [芥葉〕

兎肉(孫真人〉

〔茶腹〕地寅(日華子)，[胡瓜〕酷(ー) [越瓜〕

牛乳 酪鮮(ー〉
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〔苦萱〕蜜(ー) [白萱J1.自(酪) (孫真人〕

〔望書〕刻(孟説) [葱〕魚給(真孫人食忌〉

〔務〕青魚鮮(食医心鏡) [1IJ酷(孟説〉

以上 11陶隠居~ 24項 『食療~ 19項 11孟説~ 19項

『孫真人~ 13項『日華子J10項 11陳蔵器~ 9項『図

経J 9 項『食医心鋭~ 2項『梅師方，陳土良，楊氏産

乳，新柄，黄帝』各 1項をそれぞれ引用し，外に引用

書名のないもの 7 ~貨を合して 117 項が 記載されてい

る.これを 『食合せ』 として数えて見ると，重複を除

いて 125例となり ，その中 r金置要略方 ・千金方 ・

新修本草」にあるものが58例ある.

これを承けて 日本では，鎌倉時代の梶原性全の「万

安方J (1313) には， その第61~62巻の 『照味鏡』 の

中に記された食合せは，その殆んどが「託類本草」に

拠り，約26例が記載されている

〈但し兎肉 ・難肉』が『兎肉 ・焼肉』となっている〕

〔麦醤〕鰹魚， [務〕刻，[芥業〕兎肉，[胡瓜〕酪

〔苦萱〕蜜，[李〕雀肉 〔蕎麦〕猪肉， 羊肉

〔葱〕魚鎗，c生〕蜜，[蒜〕生魚， [務〕青魚鮮

〔児J¥澄肉，[赤小豆〕魚鯛， [楊梅〕生葱

〔兎肉〕維肉鍛肉生萎， [焼肉〕 胡桃菌子木

耳鼓

〔弱肉〕猪肉菌子， [鯛魚〕猪肉，[豆醤〕雀肉

また，安土桃山時代，出直瀬玄朔の「延寿綴要」

(1599)にも=合食禁ミが約42例， 記載されている.

〔兎肉〕白難生委芥子，[猪肉〕生萎蕎麦

〔馬肉〕生委， [牛肉〕韮， [難卵〕魚肉韮

〔野難〕鮎鯛魚〔維〕菌胡桃蕎麦，[鴨〕胡桃

〔鶏〕菌， [鰹〕紫蘇 小豆， [飾魚〕糖〔鮮〕 小豆

〔魚鎗〕大蒜葱， [小蝦〕糖蜜， [糖〕韮竹多

〔楊梅〕生葱

〔秦〕生葱蜜， [枇杷〕茨肉熱郷，[柿〕蟹，

〔栗〕生肉

〔費〕事項，[茶〕韮，[刻〕酒，[白酒〕甘物韮

生肉〔酒〕紅柿芥子胡桃， [弼〕白湯

この中「証類本草」と全く同じもの16例，少し異なる

もの 4例，その他22例となっている.

更に中国，明の李時珍の「本草綱日J(1590)では，

巻 2に『服薬食忌J 11妊娠禁忌』とともに『飲食禁

忌』の項があり ，そのほか各条下には陶弘景(名医別

録)，孫思遡(千金食治)，孟ミ先(食療本草)，陳蔵様

(本草拾遺)，陳士良(食性本草)，日華子(諸家本

草)，掌馬錫(嘉祐本草)，蘇E買(図経本草)，冠宗

爽(本草街義)，呉瑞(日用本草)，i:E機(本草会編〉

等の説を引用するほか，卒時珍の自説を加えて『食合

せ』が記されている.

〔猪肉〕生委蕎麦葵菜胡婆梅子:目、豆牛

肉馬肉羊肝康鹿亀鰭鶴草号車量肉

水難子*鯛魚

〔猪肝〕魚鎗鯛鶏鯉魚腸子， [猪心肝〕飴白

花菜呉茶英

〔羊肉〕梅子小豆魚給猪肉豆醤蕎麦酪

酪脅宇

〔羊心肝〕梅小豆生淑苦害事

〔犬肉〕菱角蒜牛腸鰹魚鰐魚海鰭

〔白狗血〕羊難蒲子言葉，[騒肉〕 :烏草剤芥

猪肉

〔牛肉〕 黍米 蒜蓬生委猪肉犬血菜子

〔牛肝〕 鮎魚 〔牛乳〕生魚酸物

〔馬肉〕倉米生萎蒼耳綬米猪肉鹿肉

〔兎肉〕生萎橘皮 芥末難肉鹿肉獄肉

〔媛肉〕梅李生菜自慢(鵠〕蝦

〔康鹿肉〕生菜菰蒲難鱗魚幾蝦ネ猪肉

*梅本李

〔難肉〕胡蒜 芥末 生葱濡米李子魚汁犬

肉鯉魚兎肉!顎肉鰭肉野難水犬月干

水犬腎

〔難子J(問主~D *韮ホ蒜*兎肉*鍛肉ホ経肉

*李子本橋米

〔焼肉〕蕎麦木耳磨菰 胡桃 鱒魚猪肝鮎

魚鹿肉葱

〔野鴨〕胡桃 木耳 キ豆鼓〔霊息子(鴨卵)J李子

醤 l笹肉ヰ堪

〔電車鶏〕菌子木耳猪!汗， [雀肉〕李子醤生肝

〔鯉魚〕猪肝葵菜犬肉難肉， [育魚〕豆謹

〔鯛魚〕 芥末 蒜糖猪肝難幾鹿肉猿

〔鮮魚〕豆程麦醤蒜緑豆*胡姿本葵菜*蜂

蜜

〔黄魚〕蕎麦〔纏¥(鐙〉魚〕乳酪

〔鱒魚〕乾多 〔鱗魚〕野猪野難

〔鮎(剤〉魚〕牛肝鹿肉野猪， [鰍(鰭〉鱗〕

犬肉ホ犬血

〔燈肉〕克莱薄荷芥菜桃子難子鴨肉猪

肉兎肉

〔螺蟹]剤芥柿子橘秦， [蝦〕猪肉難肉

〔李子〕蜜鴨焚水雀肉難猿

〔燈橋〕横拠 繍(猿〕肉 〔桃子〕箇肉

〔奈子〕葱 白魚水蜜〔枇杷〕熱要事*笈肉

〔楊梅〕生葱 〔銀杏〕鰻鰭

[j慈姑〕菜英 〔諸瓜(甜瓜，西瓜)J油餅 ，
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〔沙糖〕鯛魚覧葵菜〔蕎麦〕猪肉羊肉焼肉

賞魚

〔黍米〕葵菜蜜牛肉〔緑豆〕権子鯉魚鮮

〔妙豆(豆黄)J猪肉

〔生葱〕蜜 犬肉 難秦 楊梅

〔胡蒜〕魚鰭魚鮮鯛魚犬肉難*蜜

〔金産〕 蜜牛肉 〔胡姿〕猪肉*斜(邪〉哲

〔菜〕克蕨筒 〔自花菜〕猪心肺

〔梅子〕猪肉羊肉猪肉 〔鼻高〕駿肉

〔生善幸〕猪肉牛肉馬肉兎肉， (芥末〕鯛魚

兎肉難肉 mt
〔乾害事〕砂糖縛魚羊心肝， c木耳〕維肉野鴨

鶴鶏

〔胡桃〕野鴨酒娃肉，(粟子〕牛肉

〔鶴熔〕ネ蕎麦 キ鼓 *葱， (白魚J*秦

〔水亀肉J*猪肉 *菰米*瓜*克 〔樋樗J*車整

〔奄羅果J*大蒜， (権実〕キ驚肉

〔茶葉J*権， (甘蕉〕ネ酒

〔稲米〕水蒼耳， (粟米J*杏仁

〔赤小豆〕水魚鮮 *併 〔醤J*雀肉 水鰹魚

〔米酒〕本手L*牛肉 *猪肉 水芥ホ茶

〔焼酒J*萎*蒜，(莱mRJ*地黄

〔波稜J*飽魚， (繋緩J*魚鮮

〔首稽J*蜜， (苦菜(野萱)J

〔草石蚕〕諸魚〔白萱J*酪蜜

〔南瓜J*羊肉〔越瓜J*牛乳ネ酪ネ併

(上海鴻宝斎書局印行「精校本草綱目」による

『飲食禁忌』及び各条下に記載するもの(ホ印〉

を補う)

以上276例中，重復するもの60例を除くと食合せは

216{71Jとなる.この中「証類本草」にあるもの101例，

「証類本草」になく「金置要略J I千金方」等にある

もの25例，その他90となっている.

この「本草網目」が，日本へ，慶長12年(1607)林

道春によって長崎から伝えられて以来，合食禁につい

て，主としてそれによって記載されるに至った.

即ち，穂積甫庵の「救民妙薬J(元蔽6年(1693))

には『くいあわせの事』として

〔蕎麦〕猪羊西瓜〔粟〕杏仁〔鯛〕砂糖

〔韮〕蜜 牛肉 〔大蒜〕蜜 〔芥茎葉〕兎鯛魚

〔枇杷〕殉〔楊梅〕生葱〔鯉〕紫蘇

〔鰻鍛〕銀杏〔亮〕胡桃木耳〔難〕鯉葱白

精米

〔幾〕蕎麦胡桃菌木耳〔河豚〕石首魚

〔癌〕克〔李〕砂糖〔雀〕李

〔家〕梅蕎麦 〔狗〕生蕎麦〔がざみ〕串柿

〔しのね〕うなぎかめ

等33例が載せられているが，その中「本草網目」によ

るもの24例，やや異るもの 2例その他7例となってい

る.

次に，馬場幽閑の「日用食性和解」一名「食物和解

大成J(元椴16年(1703))には， Ir食合せ類』として

〔稲米〕酒，(丹黍〕蜜葵菜， (蕎麦〕猪羊肉

〔麦殉〕 枇杷 〔芥葉〕兎肉鯛〔繁縫〕鮮

〔等莱〕酢， (苦菜〕 蜜， c胡瓜〕泊餅

〔西瓜〕油餅， (越瓜〕牛乳酪酢 〔葱〕生萎蒜

〔若菌〕難卵，(茶〕 酒権〔砂糖〕多

〔李〕雀肉蜜，(楊梅〕生葱， (枇杷〕茨肉熱刻

〔銀杏〕鰻郷魚，c胡桃〕酒， (熔柿〕酒

〔焼酒〕萎 蒜〔鰹鮮〕豆穫〔鰻餓〕銀杏

(J鯛魚〕 蒜沙糖芥子猪肝難肉鹿肉猿肉

〔鋭魚〕猪肉縫肉， (海蝦〕猪肉

とあり，約42例(重複を除く〉が挙げられ，その中，

37例は 「本草網目」により ，その他は5例となってい

る.

次に，原省庵の 「夜光珠J (ー名俗説正誤夜光壁〉

(享保12年(1727))の巻下に『蕎麦切と西瓜のさし

合う説』として

「本草綱目」に，西瓜と油餅と同じく食すれば牌を

損ずるをあげて，蕎麦の説なしといえども，西瓜と

蕎麦切を間食すれば，腹脹りて石のごとく痔痛むこ

と忍ぶべからず，吐潟することを得ざれば，死，須

奥にあり，これ古人のいまだ言わざる所なれども，

此二物相反すること明かなり.又，こころみに蕎麦

切を西瓜の汁にi浸すに，しばらくありて堅きこと木

のごとく成るものなり.

とあり I本草綱目」の『西瓜と油餅』とあるに対し

「西瓜と蕎麦切』が食合せで，その実験説まで述べ

て，これを証明している.

また飽に胡淑，鮒に甘草という説』として 『偲言に

鰹に胡椴をさしあいということ.曾て其説なき事な

り I本草綱目」に鯉魚は天門冬，辰砂，冬葵子と

さしあうとあり，また犬の肉葵菜と合食すべからず

とあれども我国の食物にあらず，この外にさしあい

はなし.

といい「鯉に胡淑』は食合せでないとし，そして

『鱒に甘草というは，砂糖の取ちかえなり ，本草に

鯛魚に砂糖と同じく食すれば，府の虫を生ず.蒜に

合すれば熱いで，芥菜と同食すれば腫疾をわづら

う.難，縫，鹿，猪肝，殺と同じて食えば陸痘を生
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ずとあり」

とあって 11鯛と甘草』説は否定しながら，その他の

本草に掲げるものは，何れも食合せになるとして，本

草説を肯定している.

更に「串柿とE訪問花を食合せという説」として『俗

に串柿と隣燭花を同じく食えば人を害するという

は，串柿に相反するにはあらず，層部聞に議ある故な

り，殊に花葉ともにそチツツジに似て花の色の貰な

るをレンゲツツジという，これ即ち，本草の羊車部踊

といえるものなり.別して毒あり』

といい 11串柿と関開花』の食合せは，郎個に毒があ

るためで、あるとし，その食合せ説を否定していること

は興味がある.

また，本井子主主の「長命衛生論J(文化9年(1812))

上巻に 111食合用心の事』とある中で，服薬禁忌と見ら

れるものを除くと，次のものが記載されている.

〔うる米〕なもみ，(粟〕杏のさね， (黍米〕蜜

〔麦醤〕蜂蜜， (蕎麦〕砂糖西瓜綾子

〔緑豆〕権， (ひともじ〕蜜， (にら〕蜜

〔にんにく〕さばすし，(あさっき〕鱗， (からし〕

難鮒

〔胡椴〕沙菰米， (ひゆ〕わらび 111， (ちさ〕あめ

さとう みつ

〔紫蘇〕鯉，(蕨餅〕緑豆， (くさひら〕鴨悠

〔やまもも〕ひともじ〔みかん〕蟹びんろうじ

〔燈〕瀬

〔くるみ〕昭島悠， (なつめ〕葱蜜蟹， (すも

も〕たまご

〔杏〕蜜，(批杷〕熱刻， (銀杏〕うなぎ

〔南瓜〕総魚， (菜瓜〕総魚， (越瓜〕酢

〔諸瓜〕泊餅， (茶〕権，(さとう〕鮒竹の子

〔酒〕芥，(蟹〕柿橘奏， (鰻〕縫子

〔鯖〕葱にら， (どじょう〕ももすももやま

もも

〔鮒〕飴， c総魚〕 瓜冷水， 〔魚鮮〕麦響緑豆

〔蟹〕さとう 克菜 芥菜挑昭島似

〔難肉，卵〕からし蒜生葱餅米鯉兎

顕 1笹焼

〔悠肉〕蕎麦木耳胡桃鮒鮎， c鴨〕胡桃

木耳

〔雀肉〕杏醤， c鶴〕縫えび〔鴨似卵〕あんず

1笹

〔猪肉〕生委蕎麦:妙豆梅牛肉筒鶴

弱

〔牛肉〕黍韮生萎粟，c鹿〕生菜

〔兎肉〕生萎|凍皮芥子難鍛

以上 「本草網目」より号|くもの68例. (但し 『杏』

と 「李』など類似のものを含めて)，その他26f日U.計

94例の食合せが挙げられている.

次に，高井{半克の 「食事戒J (文化12年(1815))(こ

も『合食すべからざる品』として

〔混鈍〕西瓜， c蕎麦〕 胡桃西瓜楊梅

〔緑豆〕権〔枇杷〕蟹， c楊梅〕妙豆

〔木瓜〕梅，(金柑〕蕃薯〔校柿〕底部濁

〔馬歯克〕胡倣， c部瓜〕薙摩実〔藷萱〕胡椴

〔案吾〕砂糖， c草石蚕〕諸魚，(商陸〕芹

〔鰹〕胡椴 ・小豆， (鮒〕砂糖，c泥館〕革驚

〔鰻魚〕西瓜木瓜酢梅瀦， c螺〕昆布

〔回瞬、〕番椴〔狸肉〕蕎麦

とあり ，この27例中〔本草綱目〕よりは僅かに3例を

引くのみである.そ して『蕎麦と西瓜JJ 11柿に臨明』

は「夜光珠」より引用しているが，その他は殆んど独

自の例で，殊に『楊梅に:旬、豆』は大毒としている.ま

た『鰻魚に梅酪』は，後世の『鰻と梅干』に発展する

ことになる.

かくて，小樽勝政の 「食禁使覧J(天保10年(1839))

によって，江戸時代の食合せについて集大成せられた

ようである • ~nち「合食禁』として

水類 〔水〕紫蘇生魚肉

穀類 〔関〕白湯，(緑豆〕権実鯉蕨粉

〔粟〕李杏， (大角豆〕鰹鯛，c蕨粉〕緑豆

〔赤小豆〕鰹枇杷難卵烈[精米〕蕎麦難

〔蕎麦〕幣米胡桃葵楊梅鰻魚〔生米〕難卵

松茸

造醸類 〔餅〕蕎麦切裂鰻魚， (酒〕茶胡桃熟

柿

〔酷〕鰻魚， (飴〕鱒胡瓜， c響〕鰹

〔生醤油〕約f;，豆段〕芥子縫山難鴨鰻

〔砂糖〕街鯨鮪鮒眠，c油気物〕甜瓜

要事類 〔蕎麦切〕萱西瓜薬胡桃楊梅餅幾

子山難田螺鯨鰻魚狸肉家猪肉

〔殉類〕秦西瓜枇杷

薬務類 〔紫蘇〕鰹，(聾〕兎猪肉焼酎大蒜

〔芥子〕木耳胡瓜豆鼓難 i怪兎肉鮒

〔克〕館， c芹〕 鮒酷， c甘露子〕諸魚

〔欽冬〕蟹， (甘藷〕金柑熊胆[がが苧〕甜瓜

〔胡麻〕田螺， (煎〕小豆，(紫蕨〕甲螺

〔野老〕朕(どじょう)，c菊花〕鴫

瓜類 〔甜瓜〕油燥がが芋魚鯵，c西瓜〕蕎麦切

要百類鰻魚章魚
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〔主主枝〕浅鮒蛤蝋，[南瓜〕鮪芝蝦，[越瓜〕俳

葱蒜類 〔葱〕楊梅棄李幾子山難難卵

難蜜

〔大蒜〕互 恵笠楊仰鮒!維山難難難卵

狗l勾蜜

〔主〕葱蜜牛肉， [盛〕牛肉

果類 〔柿〕生海鼠蟹，[李〕莱葱類鰻魚雀

男性

〔挑〕鰻魚 1也 〔柚子〕甘藷， [金柑〕甘藷

〔蜜柑〕兎，[銀杏〕鰻魚， [楊梅〕生葱蒜務

麦切

〔胡桃〕芥子蕎麦切昭島幾子山長:jli 難卵

酒

〔 薬〕葱蒜餅務麦刻類， [梅突〕胡椴鰻

魚

〔胡椴〕梅子萱鯉松魚， [枇杷〕小豆茨肉

蟹熱劉

〔権実〕緑豆茶， [串柿〕海月〔梨〕海鼠，

〔茶〕権実

菌類 〔菌類 〕鶏維子山難難卵蛤例刻類

鰯

〔木耳〕申込， [笥〕砂糖

介類〔田螺〕 苦言麦粟餅 胡麻， [蛤附〕菌類 JJ，

校

〔蟹〕柿蕗枇杷灰酒〔甲螺〕狗脊〈ゼンマ

イ〉

〔筒〕克難 卵兎肉猪肉r :1 芥子桃

虫類〔鯨〕砂糖蜜鹿肉， [芝蝦〕南瓜

〔生海鼠〕梨布Ii[海月〕串柿鴨，[章魚〕西瓜

〔蜜〕鮮主葱蒜頴牛肉蝦

魚類 〔飽〕紫蘇小豆豆鼓胡椴緑豆長~li 猪

肉

〔仰〕 難縫子家猪肉鹿 蒜 砂 糖 芹 芥 子

〔鰻魚〕酸 頴 餅 精 麦 切 西瓜難銀杏

〔年魚〕難卵， [総〕猪鹿〔鯨魚〕蕎麦

〔河豚〕 苧 芦菊花， [鮫〕砂糖，[節目砂糖

〔泥鯖〕野老， [松魚〕胡椴，[鱒〕飴

〔鮮〕麦醤生告書itll蜜 河豚

鳥類 〔用品〕胡桃木耳兎豆鼓海月 〔鷺〕筒

〔 難〕 蒜芥子*鰻魚兎 家 猪 肉 鯛 魚 例

生 葱精米

〔焼 〕胡桃葱蒜頴総務麦菌豆鼓猪鹿鮒l

〔山娃〕葱蒜~"'i胡桃純蕎麦豆鼓〔同鳥〕菊花

〔鶏〕菌類，[雀〕李 杏

〔難卵〕赤小豆葱蒜類菌胡桃鮎tl'it

獣類〔狸〕著者麦〔瀬〕兎， [狗〕蒜類

〔牛〕蜜生産， [鹿Jff!@ 総統子蝦鯛

〔兎〕蜜柑芥子陳皮 ql() 難箇瀬萎

〔猪〕萎， m必，鰹，総，1也焼

〔家〕難蕎麦鯛筒〔茨肉〕枇杷

があり ，重復するものを|徐くと 182例が挙げられて居

り「本草綱目」から引くもの75例，その他 106例とな

っている.

いま r金置要略」以降 r食禁便覧Jに至る上記

14書のうち， 5~6 í!に通じて記載された 『食合せ』

の主なるものを表示すると， JJiJ表のようである.

このように食合せは，始めは中国より伝えられたも

のであるが，日本と中国との食物の相違もあって，次

第に日本化した食合せに変遷しているものもある.

その一例として r念匠要略」以後，伝承されてい

た『猪ijflC'mと梅子』は r食事戒」の『鰻魚と梅

酪』を仲介として r食禁使T%Jでは『鰻魚と梅実』

となり，現在もなお 『鰻魚と梅干』として伝えられる

に至ったことは興味が深い.

また r金置要略」でいう『難肉と葱dI Ir難肉と魚

肉dI Ir猪肉と牛肉』 向者|勾と酒』或は「千金方」でい

う「難卵と葱d1， r証類本草」でいう「鰍魚と砂糖』

『竹多と砂粉d1， Ir牛肉と柄d1， Ir胡瓜と酪』といった

ような食合せは，現在，円本で我々が日常の食卓に供

用されていて，何ら中毒症状を認めないものである.そ

の中Ir~jg肉と葱dI Ir納 ~1 と砂糖dI Ir竹勢と砂糖』など

は，江戸時代の rjt禁便覧」にまで記載されているが

その他のものは，食合せとしては，伝承されることが

少なくなったようである.

このようにして，江戸時代では，食合せは，医薬学

の範聞を離れて，食養生的俗信として伝承されるよう

になり ，今日もなおその跡が残っているが，これは，

科学的根拠が少ないためで、あろうと思われる.

昭和21年度に文部省科学教育局で，全国の学校網を
富島

通じて行った「各地における慣習状況調査」によると

こけらのない魚と南瓜をたべると中毒する(紋田

県農村〉

冬至に小豆と南瓜をたべると中気になる(石川県

都市) (通俗には冬至に南瓜を食べると中気に

ならないとする〉

柿と天ぷらをたべると腹病がおきる(奈良県農村〉

鰻と梅干をたべると中毒する(愛知県都市，三重

県都市，大分県都市〉

とろろをたべてお茶を飲むと中気になる(静岡県

都市〉
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などがある.

また，現在行われている事#具類によると ，まづ平凡

社の「世界大百科辞典」第6巻に

(1)命にかかわるもの 梅干とウナギ，ハジカとジャ

ガイモ，アスキ飯とカニ，スイカと干ダラ ，キノコ

とホウレンソウ ，アワビと青ウメ .

(幻腹痛，吐戻し，下痢を起すもの タコとワラビ，

青ウメと黒砂糖，ハマグリと トウモロコシ，カニと

シイタケ，牡嘱とェビ，ハマグリとミカン，フグと青

菜，サパと苧穀，エピとキノコ ，マツタケとアサリ ，

うどんとナツメ，タコとアサツ.ケ，タケノコと黒砂

糖，アユとゴボウ ，ニラとハチミツ .

(3)毛が抜けるもの フグとタニ、ン，モモと数の子.

等が挙げられている. (服薬禁忌と思われるものを除

く〉

その他 r食品大事典」には

スイカと天ぷら，タコと柿，

「ものしり百科事典」には，天ぶらと氷，餅と冷水，

猪と蕎麦，熊肉と塩，綾子と生葱，災肉と批抱，蟹

と柿，回虫索、と蕎麦，馬鈴薯と薄荷，縫子と狸，

等が記されている.

このほか，俗間に伝承されるものとして，猪肉と鰹，

牛肉とホウレンソウ，鰻魚と銀杏，タコとコ‘マ，ナ

マズとコンニヤク ，腕と粟，蟹と氷水，西瓜と蕎麦，

天ぶらとキノコ，把批とアズキ，桃とクルミ ，サツ

マ苧と塩カラ，焼酎と豆腐，牛肉とニラ ，

などが挙げられる.

この中 IF牛肉と北.JJ IF悠子と葱.JJ IF並と蜂蜜』は

「金匠要略」に出で IF猪(家〉と喬麦』は「千金方」

に IF批把と矢肉』は「医心方」に IF蟹と柿.JJ IF竹

多と砂糖』は「証類木草」に，また『鰻魚と銀杏』は

「本草綱目」にそれぞれ記載され，伝承されているも

のである.

元来，この「食合せ』について考えられることはま

づ 2種のものを同時に食したとき，そこにある種の

変化を起して，その生成物が人体に対し有害に作用す

るとし、う場合である.前述した『猪脂と梅.JJ IF鰻魚と

梅干』などは，脂肪と有機酸とにより何か有毒性物質

が生ずるのではなし、かというのであるが，これは疑問

である.

現在まで，栄養学上における動物や人体での実験の

結果では，俗にいう意味の食合せは実際にないという

意見に一致している.

しかし 2種の不消化物を同時に筏取したとき，胃

腸消化力の負担が倍加または増強されることになる.

『柿と餅.JJ IF柿と天ぶら』などはこの類と考えられな

いことはないが，これは，何にも合食に限ったわけで、

なく 1種の場合でも多量に食すれば消化不良を起す

のであって，要はその摂取する量によるものである.

その他，腐敗しやすい食物や，既にj腐敗発酵した食

物によるプトマイン中毒や，ケソレトネノレ菌，サノレモ不

ラ菌，その他の病原菌や，寄生虫卵の附着した食物に

よって起る諸種の疾病や，或は毒茸 ・毒事または河豚

や青梅のような有毒動植物を食用したときの中毒など

があるが，これは勿論，それ自体に原因があるのであ

って，単独にでも食用とすることを慎しむべきことは

いうまでもないことであって，何も食合せによって中

毒するという ，いわれはないことである.

ただ.これらのものによって中毒したとき，たまた

ま他の食物を同時に食したためであると誤認して，食

合せの説を唱えるものもあると思われる.

或はまた，アレノレギー性特異体質の人が食して起る

場合もあるかも知れないが，それはその特異体質によ

るものであって，これを食合せとはし、わない.

要するに IF食合せ』そのものは，科学的根拠のう

すいものである.

ところが近ごろ，!lli硝酸ナトリウムを添加した食品}

と，ヂメチノレアミンを含む魚肉とを同時に食したとき

ヂメチルニトロゾアミンを生成して発癌性を生ずると

いう新らしい食合せ於問題となって来たことは，注芯、

を要する.
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金千新医証万 延本救日夜長食食
E 用命

現在合食禁 症 候 要金修心類安寿草民食光術事 禁

略本木撮綱妙籍生便

方方草方平方要 目 薬 j坪珠論戒覧

猪 JI旨・梅子 潟痢 ・傷人 O . 000  . . o 0 O . . 
鰻 魚 ・梅子 . . . . . . . . . . . . O O 
猪 肝 ・鱒魚 E霊痘 O . 000  . . O o 0 . . . . 
牛 肉 ・韮主主 II詰疾-Ft病 o 0 . . O . . O . . . 000  O 
兎 肉 ・難 l勾 面発黄 000  . 000 0 0  O . O . 
兎 肉 ・ 書き 密乱・心痛 o 0 . o 0 0 0 0 . . O O 
兎 l勾・ 芥 損人 ・邪病 o 0 . o 0 000  0 0 . O O 
猿 l利・鰍l魚 経痘 O . O . O . . O . o 0 . . 
難 肉 ・訪蒜 滞気 O . O . O . . O . . . O O 
~j~ 肉 ・ 葱 七銭流血 ・痔 o 0 . O . . . o 0 O O 
難卵 ・筒肉 害人 000  . O . . O . . . . O 
焼 肉 ・鯛 魚 E護 痘 O . O . O . . O . 000  O 
雀 肉 ・李子 漏血 O . o 0 0 0 . 000  . O O 
魚自作 ・麦醤 消渇 ・淫乱 O . O . O . . O . . O O 
iむ肉 ・克莱 t¥ii j段 000  . o 0 . o 0 . O O 
黍 米 ・ 葵 癌疾 o 0 . o 0 . . O . O . . 
黍 米 ・飴蜜 {お五内不流 O . . o 0 . . O O O . 

葱 . 蜜 下痢 ・殺人 o 0 . o 0 . . O . O O . 
河ttV112、 . 蜜 心痛 ・殺人 O . . O . . . O . O O O 

手?主 ・ 蜜 痔 o 0 . . o 0 . O O O O . 
E程 . 葱 病人 O . . o 0 . o 0 . . O O . 

猪 肉 ・蕎麦 脱髪 ・風疹 . O . o 0 0 0 0 0 0 O O O 
生 魚 ・ nゴ司tミ 奪気 ・冷気 . O . o 0 0 0 0 . . . . . 
李 子 ・ 蜜 損五歳 . O . o 0 . . 000  O . 
兎 肉 ・瀬肉(月下〉 遁戸 . o 0 . o 0 . O . . . O O 
鹿 肉 ・鯛 魚 筋急、 ・E霊痘 . . . O . . . O 000  O . 
茨 肉 ・枇杷 発黄 . . . O . . o 0 . . O . O O 
枇杷 ・熱務 発黄 . . . O . . 000  0 . O O . 
三E . 蜜 傷五蔵 . . . 000  . o 0 . . O . O 

fo.J~ 魚 ・ 砂糖 府虫 . . . . O . o 0 0 0 000  0 . 
経 . 柿 腹痛 ・潟 下 . . . . O . . o 0 . O . O O 

楊梅 ・ 葱 E霊痘 . . . . o 0 0 000  O O . 
告'j: -砂糖 罪接 -身重不行 . . . . O . o 0 . O O O O 

焼 肉 ・菌子 痔 -心 痛 . . . . 00000  . . O . 
焼鴨肉 ・胡桃 痔 -心 痛 . . . . 00 000  O O 
焼 肉 ・蕎麦 生虫 . . . . O . 000  . . O O 
難 肉 ・鯛 魚 E霊痘 . . . . . . o 0 . 000  O 
鯛 魚 ・ 芥 水腫 . . . . . . . o 0 0 0 0 O . 
鰐 魚 ・銀 杏 軟風 . . . . . . . 000  . O . O O 
西 瓜 ・蕎麦 腹痛 . . . . . . . . O . o 0 0 0 O 
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日本薬史学会 ・会務 ・会計報告

日本薬学会第92年会は，47年4月5日から 7日まで，近畿大学で開催され，薬史学部会は研究報告 6題の

ほか，大阪大学名誉教授宮本又次氏の特別講演「道修町を中心とする大阪の薬業について」ならびに国際薬

史学会コングレスに参加 した清水藤太郎氏から報告があった.日本薬学会第93年会は48年4月5日から 7日

まで東京で開催されたが，薬史学部会は第 3日(4月7日)，研究報告 5題のほかシンポジウム「近代薬学の

再検討」を行なった.(会場 ・東京農業大学).本誌所'!員の記事は，赤松氏(報告)，川瀬，宗国両氏(シンポ

ジウム〕の演述内容を，原若者から寄稿されたものである.

なお，年会を機と して 4月6日，国立公文書館内閣文庫，ならびに宮内庁書陵部所蔵の薬事関係の貴重

な資料の展観と，皇居参観を企画したところ，有志会員40名が参加 した. (詳細は次号で報告の予定〕

4月7日，本会の年次総会を聞き，下記会計報告を行なった.

昭和 47年E度決算

(収入〕 378，904 (円) (支lJJ) 320，026 (円)

繰越金 26，843 郵送料 8，309 

会 資 (~JJ)J会員〉 20，000 事務費 350 

(一般会員〕 100，000 印刷費 109，005 

〔学生会員〕 1，500 返済金 192，362 

広告料 5，000 (前年度借入に対し〉

誌雑売上代 213，200 議i ネL 10，000 

寄 付 2，500 

雑収 入 150 
〔残金〉 58，872 

利 子 1，211 

¥ 
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日本薬史学会会則

第 1条本会は日本薬史学会 TheJ apanese 2. 幹事は総会で会員の互選に よっ

Society of History of Pharmacy て選び，会長を補佐して会務を

と名付ける. 担当する.

第2条本会は薬学， 薬業に関する歴史の調 3. 幹事中若干名を常任幹事とし，

査研究を行い，薬学の進歩発達に寄 日常の会務および緊急事項の処

与することを目的とする. 理ならびに経理事務を担当す

第3条本会の目的を達成するために次の事 る.

業を行う. 4. 評議員は会長の推薦による.

1. 総会(毎年日本薬学会年会の時 第 7条本会に事務担当者若干名をおく.運

に行う) 営委員会は会長これを委嘱し，常任

2. 例会(研究発表会，集談会) 幹事の指示を受けて日常の事務をと

3. 講演会，シンポツウム， ゼミナ る.

-)レ，その他 第 8条本会の事業目的を達成するため別に

4. 機関誌「薬史学雑誌」の発行. 臨時委員を委嘱することができる.

当分の間年2回とする. 第 9条本会は会長の承認により支部又は部

5. 資料の収集，資料目録の作製. 会を設けることができる.

6. 薬史学教育の指導ならびに普 第10条本会の会則を改正するには総会で出

及. 席者の過半数以上の決議によるもの

7. その他必要と認める事業. とする.

第4条本会の事業目的に賛成し，その目的 第11条本会の年度は膳年 (1月より 12月ま

の達成に協力しようとする人をもっ でうとする.

て会員とする. 第12条本会の事務所は東京都千代田区神田

第5条本会の会員は会費として年額 1，000 駿河台日本大学理工学部薬学科内に

円を前納しなければならない.但し おく.

学生は年額500円とする.賛助会員

は本会の事業を協賛する人または団 日本薬史学会役員(昭和48年 3月現在)

体とする.賛助会員は年額5，000円 0印は常任幹事

とする. 会長 朝比奈泰彦

第6条本会に次の役員をおく.会長1名， 幹事 川瀬 清 三浦三郎

幹事若干名，評議員若干名，役員の 滝戸道夫 長沢元夫

任期は2カ年とし重任することを認 0木村雄四郎 O吉井千代田

める. 清水藤太郎

1. 会長は総会で会員の互選によっ (地方〉 宗田 難波恒雄

て選び，本会を代表し会務を総

理する.
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